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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する 
省令の施行について 

 

このことについて、平成 27 年 12 月 7 日付け 27 消安第 4445 号をもって、

農林水産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。 

このたびの通知は、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部

を改正する省令」（平成 27 年農林水産省令第 82 号）を平成 27 年 12 月 7 日に

公布し、次の事項について改正を行った旨情報を提供するものです。 

①飼料添加物モネンシンナトリウムについて、対象飼料に生後おおむね 3

月以内（主として離乳後）の牛を対象とする配合飼料（ほ乳期子牛育成用

代用乳用飼料を除く）の追加と当該飼料の表示基準の設定 

②飼料添加物アビラマイシンについて、製造用原体の製造途中にソイビーン

ミルラン（粉砕した大豆）を添加する方法の追加と粗脂肪及び粗繊維の規

格値の変更 

つきましては、以上について、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたしま

す。 
 本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 駒田 

TEL  03－3475－1601 




















